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巻頭⾔

新たな「知の創造」と
「知による活⼒の創出」を⽬指して

監事   井上 敞雄
 
  平成13年に策定された第2期科学技術基本計画において、今後
10年を⾒通した我が国の科学技術政策の基本理念として「知の創
造」、「知による活⼒の創出」、「知による豊かな社会の創⽣」が
かかげられています。それは科学を通じて新しい知識を⽣み出し、
その知識を活⽤して⼈類共通課題の解決に資することによって世界
に貢献できる国の姿を⽬指しています。
  21世紀の課題は「循環型社会の構築」と⾔われています。循環
型社会の構築に相応しい再⽣可能な森林資源を「知による豊かな社
会の創⽣」に活かしていく必要があります。
  森林総合研究所は森林・林業・⽊材産業に関わる幅広い分野の
研究を推進し、「知の創造」と「知による活⼒の創出」を発揮し
て、それらを国⺠に還元していく責務を担っています。今年は、第1
期中期⽬標期間の4年⽬を迎えました。国の⾏政組織から分離し、業務運営に⼤きな裁量権
を与えられた独法としてその責務を果たしていくために、⾃⼰点検を⾏い、結果を公表する
とともに、外部評価委員会のチェックを受けることが義務づけられています。⾃⼰評価シス
テムによる点検は、研究課題ごとの進捗状況は勿論ですが、業務の効率化、外部競争的資⾦
の獲得など業務運営全般について毎年全所的に⾏われ、問題点の摘出と改善を図りつつ⽬標
達成に向けた努⼒がなされています。⼀⽅、企業会計原則に基づく会計処理が義務づけら
れ、研究者にとっては不得⼿な世界かもしれませんが、これまで以上に費⽤対効果を意識し
た業務運営が求められています。
  質の⾼いサービスを提供し、わかりやすい研究所の姿を⽰していくことが重要です。森
林は多⾯的な機能の発揮によって環境を保全し、教育や安らぎの場を提供し、様々な形で利
⽤可能な⽊材は森林の更新過程から⽣産されます。森林資源の社会的価値は他に類を⾒ない
ものでしょう。「知による活⼒の創出」につなげていくための戦略を⼀層明確にして、新た
な森林の時代・⽊の時代を⽬指した質の⾼いサービスを提供していくことが期待されます。
  本年4⽉から国⽴⼤学も独法化し、競争的資⾦についても各省庁によって多様な制度が
整備され、その獲得はまさにアイデア勝負です。独法間の競争的関係と協⼒連携関係がより
鮮明になってくると考えられ、各独法が⾃ら他との差別化を図っていくことが避けられない
ように思います。
  森林総合研究所は、来年度に今期⽬標期間の最終年を迎えますが、外部評価委員会によ
る事後評価を前倒しで受けることになっています。同時に創⽴100周年を迎えます。⻑い歴
史のなかで培われてきた研究蓄積を踏まえて、第1期中期計画の総括を⾏うとともに、次期
⽬標期間に向けて「新たな知の創造とそれによる活⼒の創出」を⽬指したプログラムを期待
したいと思います。
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